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持続可能な地域密着型保護司会を目指して

令和 7年度宇都宮保護区保護司

会の会長に就任いたしました加藤

哲男と申します。平素より、保護

司活動並びに当会の運営に対し、

深いご理解と温かいご支援を賜

わつておりますことに、心より厚

く御礼申し上げます。

さて、宇都宮保護区保護司会

は、昭和26年 3月 に発足し、本年で75周年という大きな

節目の年を迎えることとなりました。戦後間もない混舌し

期に産声を上げて以来、幾多の社会的変化を乗り越えな

がら、更生保護の理念のもと、地域社会の安全と安心を

支える役害」を果たしてまいりました。この長きにわたる

歩みは、歴代会長をはじめとする先人の皆様、そして現

役・OBの保護司一人ひとりの献身的な努力の積み重ねに

よるものであり、改めて深い敬意と感謝を表する次第で

あります。

これまで当会の活動は、研修会や会議、関係機関との

連携調整など、いわゆる内部的な事業が中心となつてま

いりました。これらは保護司としての資質向上や組織運.

営の安定に不可欠なものであり、今後も継続していく必

要があります。一方で＼社会構造や地域コミュニテイの

在り方が大きく変化する中、保護司会としての役害」も、

時代に応じた見直しが求められていると感じておりま

す。

今後は、保護司一人ひとりが地域に積極的に出向き、

保護司会として地域社会と直接つながる活動をよリー層

推進していきたいと考えております。更生保護は、地域

住民の理解と協力があつてこそ成り立つものであり、地

域に根差した地道な活動をとおして、保護司の存在や役

害」を広く知つていただくことが重要です。顔の見える関

係づくりを重ねることで、地域全体で更生活動を支える

土壌を育んでいきたいと考えております。

一方で、保護司の適任者の確保は、全国的にも深亥Jな

課題であり、当会においても避けて通ることのできない

問題です。活動内容や責任の重さに対する不安、仕事や

家庭との両立の難しさなど、さまざまな要因が担い手不

足につながつています。こうした現状を踏まえ、活動の

負担軽減や支援体制の充実を図るとともに、保護司活動

の意義とやりがいを分かりやすく発信し、次世代へとつ

なげていく取り組みが必要であると考えております。

宇都宮保護区は、全国の保護区の中でも人数規模にお

いて約20番目に位置する大きな保護区です。この規模に

見合つた活動を展開し、地域や関係機関から信頼され、

必要とされる保護司会であり続けることが、私たちに課

せられた責務であると考えております。そのためにも、

|● 会員相互の連携を一層深め、組織力の強化を図つてまい

|‐  ります。
1  75年 という節目は、これまでの歩みを振り返ると同時
・に、次の時代に向けて新たな一歩を踏み出す好機でも

あ電ます。長い歴史の中で培われてきた精神と実績を礎

に、持続可能な地域密着型保護司会を目指し＼地域に貢

献してまいりたいと思います。今後とも、皆様の変わら

ぬご理解とご支援を賜わりますよう、心よりお願い申し

上げます。

宇都宮保護区保護司会 会長 加 藤 哲 男
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栃木県更生保護事業関係者顕彰式

令和 7年 11月 25日

宇都宮市文化会館小ホール
H月 25日 (火)13時 30分から宇都宮市文化会館小ホール

にて、「令和 7年度栃木県更生保護事業関係者顕彰式」が開

催されました。

県内から340人が出席し、宇都宮市では61人に表彰状・感

謝状が贈呈されました。

栃木県保護観察協会青木理事長の開式の辞で開会し、栃木

県保護司会連合会佐竹会長の式辞、宇都宮保護観察所中島所

長の挨拶の後、法務大臣表彰の伝達をはじめ、各種顕彰が厳

かに行われました。

顕彰終了後、受彰者代表謝辞、来賓祝辞等が行なわれ、更

生保護法人栃木明徳会石崎理事長による開会の辞で開会しま

した。
栃木県保護観察協会青木理事長の挨拶

咆藍綬褒章 今わ7年春 安納ミツ子 (北部)
今和7年秋 大泉百合子 (光部)

「

法務大臣表彰

下妻 久男 (東部) 荒井智美子 (東部)

「

局長感謝状

下奏 久男 (東部)
0全国保護司連盟理事長表彰
上野 節子 (陽市) 十山 教子 (陽東)

「

関東地方更生保護委員会委員長表彰

住合 幸和 (西部)石 嗚 政江 (陽光)
内.L真理子 暢 西) 高橋 三Йβ (市部)
斎藤 工光 (陽東) 篠峙 元昭 (陽南)
自相  克 (陽東)積    緑 (河内)
晰関東地方保護司連盟会長表彰

鮎澤ゆり子 鰊部)横 出 昇二 (陽西)
平野 朱美 (光部) 星  悦子 (陽光)
金田 久子 (市部) 添田  主 (東部)
佐藤 義晴 (市部)
●栃木県知事感謝状

今泉 知明 (十夫)佐 人間豊子 (西部)

～栄えある表彰を受けられた方 ～々 宇都宮保護区 (敬称略)

咆宇都宮保護観察所長表彰

赤坂 信行 (北部) 朝日 雅昭 (北部)
上鈴木呂美 (河内) ′1ヽ林 綱芳 (西部)
澤口 明彦 (陽光) 着原 一浩 (河内)
直井  茂 (東部)仲 口 陽介 (十夫)
平松 明夫 (陽東) 藤島  拓 (陽西)
出本 和紀 (光部)六 木木保仁 (河内)
金田 大史 (陽西) 斎藤 幸― (陽 Jヒ )
斎藤 康史 (十夫) 嗚口 辰雄 (陽光)
関口 恙史 (十夫) 高野恙美子 (陽西)
竹口 真臣 (陽光) 土口 民江 (光部)
野澤 賢二 (東部) 山上 式恙 (市部)
横山  祟 (陽光)

「

栃木県保護司会連合会表彰

牛.L 房子 (光部) 鈴木 直行 (陽西)
廣木 典子 (北部) 茂木務桂里 (陽東)
谷田部洋子 (河内) 金紳 主子 (十夫)
Jヽ平 晴史 (市部) Jヽ花 仲子 (十夫)
千賀 貴司 (陽市) 細口 孝― (陽市)
三浦 工彦 (光部) 築瀬美奈子 (河内)
●宇都宮保護観察所長感謝状

山崎 育子 (東部)
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令和 7年 12月 22日 (月 )
市役所特別会議室  16時30分～

今年度の受賞者 (中学生 3人、 1人欠席)と保護者

の方々が参加し、主催者である宇都宮市の佐藤市長か

ら祝辞が述べられ、宇都宮市長、宇都宮保護区保護司

会、宇都宮更生保護女性会の会長より表彰されました。

お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す

【小学生の部】

佳 作
生まれかわつた大どろぼう

【中学生の部】

宇都宮市推進委員会委員長賞 (宇都宮 :ド長賞 )

思いやりが広げる明るい社会

宇都宮保護区保護司会会長賞

犯罪を防ぐには

宇都宮更生保護女性会会長賞

こころつなぐ、やさしさつなぐ

住 作
小さな思いやりが社会を変える

社会を明るくするために

「小さな勇気で広がる優しさ」

負のループをたち切るために

作新学院小学部

宇都宮市立一条中学校

宇都宮市立国本中学校

宇都宮市立国本中学校

宇都宮東高等学校附属中学校

宇都宮市立豊郷中学校

宇都宮市立河内中学校

宇都宮市立宝木中学校

2年 國吉 桃美さん

1年 相澤ひめ乃さん

1年 君島 萌香さん

3年 柏次 結愛さん

2年 神蔵 唯花さん

1年 佐藤 帆夏さん

3年 渡邊 祥羽さん

2年 本澤鼓太朗さん

令和 8年 1月 20日 (火 )
宇都宮東武ホテルグランデ 14時～

参加者 。研修会80人  ・懇親会62人  ・来賓7人

今年の研修会も昨年同様、懇親会の会場を兼ねて各分

区ごとの「 l卓での席で行なわれました。講師は、宇都宮

保護観察所長中島裕司氏で、初めに「行政ボランティア

シンポジウム」が盛大に開催できた話があり、次に「更

生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正

する法律案Jについて改正のポイントを説明してくださ

いました。

特に保護司の

適任者確保につ

いては今の時代

を考えて保護司

像 を明確化 し、

人格識見が高い

ことや職務の遂

行に必要な時間

を確保できるこ

花束を受け取る受賞者の皆さん

との必要性を強調していました。

さらに候補者探しについて保護観察所長の責務とする

ことや保護司の任期の延長についても説明がありましたc

また、保護司の活動環境の改善については地方公共団

体による保護司会等への協力規定の整備や民間企業での

従業者である保護司への配慮規定の新設への説明もあり

ました。

具体的でわかりやすい講話であったと思います。

懇親会では藍綬褒章を受賞された大泉百合子さん、法

務大臣賞を受賞された下妻久男さん、荒井智英子さんに

花束が贈られました。

ミヤリーちゃんと一緒に

研修会の様子
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中島宇都宮保護観察所長の熱い思い

～地域の安全安心を守る保護司・民生委員 。人権擁護委員・行政相談委員が集まって～

宇都宮保護観察所長 中 島 裕 司

令和 7年 12月 18

日 (木 )、 栃木県に

おいて、全国初とな

る行政ボランティ

アシンポジウム (以

下、「シンポジウ

ムJという。)を開

催しましたので、そ

の状況について御

報告したいと思いま

す。

シンボジウム開催

のきっかけは、同年

6月 13日 に閣議決

定された「地方創生20基 本構想Jと 併せて策定された「地

方創生20基本構想施策集J(14頁)において、「 (58)イ千

政相談委員と民生委員、保護司、人権擁護委員などと連携し

た地域課題解決_が盛り込まれたことです。

シンポジウム当日には、県内の行政ボランティアや県外か

らお越しいただいた方々を含め約230名の方に来場いただく

とともに、北は北海道から南は九州に至るまで事前申込いた

だいた約130名 の方がオンラインで参加いただきました。な

お、シンポジウム当日の状況については、H@において掲載

しておりますので、足非とも御覧いただければ幸いですD

第 1部「行政ボランティアの制度等ll■要Jについて制度を

所管する省庁の担当官からの説HFlに 引き続き、第 2部では、

行政ボランティアの方々から「実際の活動の様子ややりが

い」、「担い手確保の方策や各ボランティア同十の横の繋が

りの在り方Jについて、まさに生の声を頂戴することができ

ました。

ア 実際の活動の様子ややりがいについて
C30年も高iに関わった家族が挨拶に来てくれた。当時は自分

の思いや活動が通じず、無力感を感じることもあったけれ

ど、あの時精一杯関わってきたことは間違っていなかった

んだなと感じたc

t子供が小さい頃、地域の方に散々お世話になった.も しそ

の何分の一でも恩返しが出来るのであれば、私で出来るこ

とがあるのであれば、その思いだけでここまで活動してき

た。これからも私のできる範囲でしかできないが、できる

ことはやりたいと思っているc

などの御発言がありました。

イ 担い手確保の方策や各ボランティア同士の横の繋がりの

在り方について

Cどのボランティアも担い手不足だが、ボランティア同士で

連携し合いながら、それぞオlの課題克服に向けたネット

ワーク作りができたらいいと思うc

●担い手確保については、やりがい、それに伴う喜び、経

歴 。専門知識だけではなく、人生経験が大切なんだと訴え

ることが重要。やってみようかなと思う力が、安心すると

いうか、敷居が低くなるようにしたい。

などのlll発言がありました.

最後に、まとめとして、当日進行をlEl当 した私から、「こ

ういったボランティアをするために、特別な資格は必要あり

ません。大切なのは、資格ではなくて、皆様のこれまでの人

生経験と、困ったことがあったらお互い様の気持ちだと考え

ています。私たち地域のみんなで、お互い様の気持ちで、今

日御紹介いただいたような役ヨ|を、誰か限られた方たちだけ

でその全でを担うのではなくて、みんなでちょっとずつでき

ることに取り組んでいくことが求められているのかなと感じ

ておりますc人口が減少していく中で、確かに、地域には生

きづらさを抱えながら生活をしている人たちがいます。です

が、私たちも、大なり小なりちょっとした何かを抱えながら

日常生活を生きているわけです。だからこそ、お互い様の気

持ちで、私たちみんなで地域を支えていく、そうやってみ/し

なで地域を紡いでいく、そんな近未来がすぐそこまで来てい

るんだろうなと思うわけですcJと申し上げました。

今後は、栃木県内のどこかの保護区保護司会において、シ

ンボジウムを踏まえた具体的な試みに挑戦したいと考えてい

ますし、こういった試みを重ねていくことで、保護司の存在

とか価値といったものを地域にしっかりと伝えていきたいと

考えています。

パネリス トの皆さん
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第Ⅱ期 研

。令和 7年 9月 10日 (水)13:30～ 15:00
。場 所 宇都宮市役所 14階会議室
。講 師 保護観察官 武田 祥史 氏
・テーマ 報告書の書き方について
。参加者 113人

第Ⅲ期 研 修

。令和 7年 12月 4日 (木)13:30～ 15:00
。場 所 宇都宮市役所 14階会議室
。講 師 保護観察官 大石 謙太 氏
。テーマ 貧困問題を抱える対象者について
。参加者 84人

施設参観研修

・令和 7年 10月 7日 (火 )
。施 設 東京高等裁判所
。参加者 40人

裁判所内には朝ドラ「虎に翼Jで裁判官が着用していた服

が展示されていて感動した。裁判の模様を自由に傍聴する事

ができ普段の生活では経験できない貴重な体験ができた。

〈参加者FoC〉

保護司会 0更女合同研修会

研修会は毎年交代で企画しており、今回は保

護司会が担当しました。テーマは近年多発して

いる「特殊詐欺J.講師は市内の警察署の方に

お願いしました。また、多くの方が参 l」Dで きるように

平日の夜や土曜日に実施することにしました。

研修会では、どの回も実例をあげて説明され、特殊

詐欺の手口や実態がよくわかりました。

日11月 11日 (火)18:00～ 20:00
。場 所 宇都宮市南図書館
・講 師 宇都宮南警察署

生活安全課長 沖田 順一 氏
・参加者 保護司42人 更女5人 観察官1人

日11月 14日 (金)14:00～ 16:00
。場 所 宇都宮市文化会館
。講 師 宇都宮中央警察署

刑事第二課長 本郷 岡1士 氏
。参加者 保護司33人 更女12人 観察官1人
日11月 15日 (土)14:00～ 16:00
・場 所 宇都宮市東図書館
。講 師 宇都宮東警察署

刑事管理官 福田 亮 氏
。参加者 保護司30人 更女7人 観察官1人

自主 研 修 会

〈南部分区〉
。日 時 令和 8年 2月 13日 (金)14:30～
。場 所 宇都宮保護観察所
。内 容 保護観察所見学、裁判傍聴
。参加者 10人
〈河内分区)
。日 時 令和 8年 2月 13日 (金)9:00～
・場 所 地区市民センター
・内 容 拘禁刑の概要
。参加者 10人
〈東部分区〉
。日 時 令和 8年 3月 13日 (金)～ 14日 (土 )
。場 所 真岡市チャットパレス (宿泊研修 )
。内 容 保護観察官講話等

武田氏の講話

沖田氏の講話に聞き入る

高等裁判所の前で
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中央分区

現在、中央分区副分区長として、分区運営を

力強く支え  さっている斎藤さんをご紹介さ
せていただきま丸 お人柄については「誡実 J

という一語に尽きるかと思いま丸 l山道にきっちりと役目を果たす

とでも頼りになる存在で丸

今回、改めてご自分の性格について伺ったところ即座に「温

厚Jという言葉が返ってきましたっそして「人に厳しいことをいえ

ないというのが、自分の長所でもあり短所でもあるJとのこと。

か めい

陽ゴヒ分区 亀丼

亀井照明さ/し は平成15年 10月 に八坂神社

の霞田さんから誘われ保護司になりました。

今年で23年目を迎える保護司の大先輩で丸

昨年、荒山秀夫さんから陽北分区長を引き継ぎ精力的に活動さ

れていま丸 趣味はお囃子で47年のキャリアをお持ちで丸 その

間述べ600人以上もの子供たちを指導し、楽しい時間を過ごされ

たそうですЭ今年もlL日 からショッピングセンターでお囃子演奏会

をなさったとのことですЭ

保護司活llJの経験をいくつかお聞きしました。

再犯を犯した少年に新潟の少年院まで面会に

行ったこと、環境調整で訪間した際に親の相談

相手になったこと、病気の対象者が救急車で運

ばれその後行方不明になったこと等、様々な経

験をお持ちでした。その都度無力な自分を思い

つつも対象者に寄り添って、自分たちにも明るい末

来があると前向きに歩んでもらえたら良いなと思っているそうで

す

保護司を始めた時にはあまりに気負い過ぎて重荷に感じたこと

もあったそうで,そ の時に先輩保護司の方から「忘れる事も大
事。終ってから道ですれ違えば、普通の人として接するだけでい

いんだよcJとのアドバイスをいただき、だいぶ楽になったと話し

てくれました。嬉しかった事をお聞きしました。宮まつりでお囃子

の演奏をしている時に、保護観察処分を満
「
した対象者が彼女

を連れて亀井さんに挨拶に来てくれたことを挙げてくれましたc

普通の挨拶だったそうですが、「保護司になって良かったなっと感

じたそうです。

今後の保護司活動も対象者に寄り添い、見守って行ければ良

いかなと語ってくれました。

〈インタビュアー 澤円 明彦〉

やす じ

康史さん
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訃
斎 んさ
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明
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昭
小

市役所勤務で印象的な思い出は、茂原清掃工場

三銅 というのは大納得で丸 そしてご趣味が一歩一

歩登っていく「登山Jというのも!!

まさに斎藤さんのような温厚さと我慢強さ、根気強さが最も保

護司に求められる資質なのでしょう。私も爪の垢を煎じで…じ

斎藤さんは、担当した三人の少年のうち二人は反省して立ち

直ってくれたと手ごたえを実感する一方で、少年一人が少年院に

戻ってしまったこと、また三年間担当した対象者が最初とあまり

変容が見られなかったことが,こ、残りと語りま丸 もっとやれること

があったのではと、次の機会に向けて前向きでいまづl

現在、腰からきているのか右足がしびれて力が入らない状態だ

そうですが、持前の根気強さで整体やストレッチに取り組み、好

転してきているとのことここれからも、持ち味を活かし 層ご活
躍いただけるものと期待しておりまづl(無 I里はなさらずに |)

〈インタビュアー 板垣 博史〉

保護司
日記

親 と 子

E月○日】初回面接で往訪する。少年の
両親が出迎えてくれるが本人はけだるそう

にただ座って待っている。親は特に指摘は

しない。大切に育てることと過保護になる

ことの境界線が家庭によって違うのだろう

が、保護司になって少年を担当する度に親

の責任の重さを痛感する。この子の幼いこ

ろはどんなだっただろう…

【○月O日】保護司になって初めて担当し

た外国籍の少年のことを、ふと思い出し

た。本人はとても反省していて、仕事を頑

張って早く彼女と一緒になりたいと話して

いた。仕事の関係で転居し私の担当から

離れたが、先日の新間で逮捕されたことを

知った。外国籍の少年には生きづらい環

境なのか、それとも嘘をつくのが上手いの

か、初めて担当した少年なので余計に気に

なった。

【○月○日】生活環境調整である家を訪

ねた。引受人は50代の弟で両親と同居。引

受人は体調を崩している。親はもっと深刻

で、父親は余命の宣告までされていて、出

所まで生きていられるか分らないと言う。

家族は疲弊している。私はやるせない気持

に押しつぶされそうになった。

【〇月○日】観察所から新規の担当依頼

を受けたが、粗暴な対象者の為、先輩保

護司と二人で担当してほしいとのことだっ

た。もちろん了承して調査書が届くのを

待っていたが、出所後に受け入れてくだ

さった会社で、こともあろうか暴力事件を

起こしてしまい調査書が届くのを待たずに

終了したケ=ス。

【凋○日】母親が「嘘をつく子で…」と言

うので心して面談したが、私にはそう映ら

ず暫く頭の隅に置いて保護観察をしてい

た。多少約束を破ることもあったが親から

嘘つき呼ばわりされるほど?と疑間を持っ

た。色んな親がいる。

(東部分区 KoS)

‐           ‐
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りし戦は続く一100kmウ ォークからの学び一

陽Jヒ分区 樫田 俊一

毎年春に塩谷で開催される100kmウオーク大会。走るの

は苦手だが、毎朝の散歩が習慣の私。「長距離ウオークなら

いけるかも?Jそう思って、昨年初めて挑戦しました。ネット

の経験談を参考に用具を揃え、練習で歩く距離を延ばしま

した。しかし、昼夜を通して歩き続け24時間以内にゴールす

る過酷さを実感するにつれ、「本当に完歩できるのか ?」 と

不安が募っていきました。

大会当日のスタート直後は高揚感から予定

外のハイペ=スに。早くも足に疲労がたまり、

休憩所での滞在も長くなりました。けれど一

歩一歩を積み重ねるうちに心は落ち着き、本

来のペースを取り戻せました。結果、日標だつ

た20時間以内で完歩 |

このり

`戦

で学んだのは、「段取り八分」と言

われる人念な準備、そしてまず一歩を踏み出

す勇気。困難に直面しても諦めずに続けるこ

との大切さで丸 100kmと いう途方もない距

離も、結局は一歩一歩の積み重ねでしか到達

できませんcそ して、その一歩を踏み出し続け

ることは、特別な才能や技術が必要なわけで

はありません。

ゴールの瞬間の達成感は、忘れられない宝

物ですЭあの感動を再び味わいたくて、今年も

挑戦します l昨年は大会翌日、ひどい筋肉痛

で動けませんでした。今年は同じ轍を踏まず

月曜日には元気に事務所に顔を出せるよう、

完歩後のアフターケアにも気を配り、この挑戦

を′己、から楽しみたいと思いま丸

エールを送る

【○月○日】担当観察官より2号観察対象

者の依頼電話あり。対象者の罪名。生活

環境等を聞くが、自分で対応できるか不安

があった。観察官より、一度テレビ会議で

面会しませんかと問われ了承した。

【Э月○日】保護観察所においてテレビ会

議で面会。緊張感を持ちながら面談に臨

む。自己紹介後、いくつかの質問をしたが

普通の少年の答えであった。

引受人の方への気持ちを教えてほしい

と伝えたところ、「恩Jを感じていると言

う。自分をどんな時も迎えてくれるからと言

好きなこと

陽西分区 小林 純枝
「趣味はなんですか ?」 と聞かれると、私はサルサと和太鼓

と答えま丸 サルサは18年、和太鼓は15年やっていま丸

どちらのサークルも、月1～ 2回程度のゆる～い練習、そし

て年に1度練習の成果を発表する場があり、その緩さと適度

の緊張感のバランスの心地良さが、長く続いている秘訣かも

しれません。日常ではとても着られない、かなり派手めの衣

装を身につけての発表会は、なかなか気持ち良いものがあり

ます3

サルサで私は最古参の最年長。一回り以上

のメンバーが中心のサークルで、時には子どもと同

年代のメンバーと踊ることも。若い仲間たちのお

かげで必要に迫られInstagramや Spotiけが使え

るようになりました。感謝していま丸

一方、和太鼓で私は最年少で、少しだけ年上の

お姉さん。お兄さんたちとの練習の合間のおしゃ

べりは楽しく、そして

人生の参考にさせて

もらっていますЭ

・     ハイヒールを履いて

踊り続ける足腰、太鼓を

叩く腕力と背筋を保つた

めにジム通いも欠かせませ

ん。一日でも長く好きなこと

が続けられればなぁ…… と考え

ていますЭ

う。引受人への信頼を感じ、担当すること  【○月○日】往訪にて、面談を行う。いつ

を決めた。                もと違う表情をしている。「毎日がしんど

iO角 6自 I凛護観黎所においそ(対象
…
t(:JFもう:Ёぢきもt｀い:Jといら  を

者・引受人。支援専門員・担当観察官と共  発した。気持ちがかなり揺れていることか
に初白論 を行う:T私をどんな嵐た感じ  ら担当石泰管だ義告し:対象著・葛i受人と
たか」間う。「わからないJと答える。当然  の面談を依頼した。

そあるよ雲(なから:どれがら百間をかけ ~【  b由
'往

訪だそ茜談:顔め装情が

て話をしていきたいと伝える。 よかった。これからの目標は何かと問う。

0角 0白」を訪だな宙談を行ら:鵬そ 就分し自立したし`と言う:まずは[ウルバイ
のスケジュールやルールを確認する。スマー  トをし、貯金をする。振り返って少年院で
ジヽ芽ジあ従角ギi帳かあるか納得しそt｀  め生活そ復二 そt(ることぼあるL｀商ち:
る。言葉遣いやマナーを守り相手の気持ち  「自分を変えようと思うことが出来た。J

を考えながら生活しそt｀こ不安や菌らたこ  箭両きあ各えを得そ:保護観察期間が終了

木こ

粋 。

とがあるときは相談するように伝えた。    した。 (西部分区 KoT)

陰作
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・ 日 時 令和8年 2月 14日 (土)14:00～ 16:00

・場 所 コンセーレ小ホール
・主 催 宇都宮協力雇用主会・宇都宮保護区保護司会
・参加者 雇用主会8社  14人、保護司会 39人

研修会は宇都

宮保護観察所統

括監察官 高風
聞由美香氏より

講話「更生保護

における就労支

援についてJ宇

都宮協力雇用主

会会員企業 3社

からの事例発表が行われました。その後、参加者によ

るグループ討議を実施。テーマは「協力雇用主会と保

護司会の連携強化広報活動Jについて活発な協議を行
い、2グループより協議内容発表がありました。

参加者からは、時間は短かったがグループ協議がで

きたことや、協力雇用主の支援状況を知ることができ

有意義であったとの声が多数聞かれました。

【退任保護司】令和7年度後期 (敬称略)

輻ヽ    れ  で した

【特例再任保護司】 伶不日7年 10月 15日付)徹称疇

前回氏名の訂正 (115号 5ページ新任保護司)

伊藤紀枝 → 伊東紀枝

謹んでお詫び申し上げます

○保護司会会計担当者会議

(8/1 尚徳会館集会室 17人 )
○第 2回地域別定例研修会
(9/10 宇都宮市役所大会議室 113人 )
○第 2回理事会(9/26 宇都宮保護観察所 22人 )
○東京高等裁判所・法務省視察研修 (10/7 40人 )
○新任保護司辞令交付 (10/15 2人 )
○中間監査 (10/17 4人 )
○新任保護司オリエンテーション

(10/28 保護司会事務所 5人 (新任 2人))
○宇更女0保護司会合同研修会

(11/11・ 11/14・ 11/15 保護司会105人 宇更女42人 )
○栃木県更生保護事業関係者顕彰式

(宇都宮市文化会館)

○第 3回地域別定例研修会
(宇都宮市役所大会議室 84人 )
○第 3回理事会
(12/10 宇都宮保護観察所 22人 )
○新年自主研修 0懇親会

(1/20 宇都宮東武ホテルグランデ 85人 )
○協力雇用主会・保護司会合同研修

(2/14 コンセーレ 雇用主会 14人、保護司 39人 )

新任保護司  。710.15付 )
:ア ンケー ト内容         :
:●趣味・特技 ②好きな言葉 0抱負 :

石田 弘太郎
陽南分区 協力組織部会
0読書 (ミステリー小説)、 アニメ鑑賞
②山椒は小粒でもピリリと辛い

③これまでの経験を活かして頑張っていき

たいと思いますのでよろしくお願いいた

します。

高橋 清人
陽北分区 研修部会

0料理、ボードゲーム
②感謝、慎み、たすけあい

0若輩ですが、誠実に尽力し、信頼を得る
べく努めます。

高風聞由美香氏より講話

宇者5宮協力雇用主会の企業の方々

氏 名 ,)tr i?,t{I+trE
大日向照禾0 Jヒ  吝Б H20.11. 5 16年

大 橋 清 治 東 部 H27.10.15 10年

高橋  治 陽ラ  Jヒ H5。 10.15 32`千

氏 名 分区

敬 子中 山 陽東分区 広報部会

☆令和 7年度から宇都宮保護区保護司会の新体制が動

き始めました。加藤新会長の元、令和の保護司の理

想像を求めて広報部も挑戦していきます |

在任期間

部会


